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農政商工観光委員会会議録 

日時 平成２１年１０月６日（火） 開会時間   午前１０時０４分 

  閉会時間 午後 ３時０６分 

場所 第２委員会室 

委員出席者 委員長 鈴木 幹夫 

副委員長 安本 美紀 

委 員 大沢 軍治 望月 清賢 浅川 力三 岡  伸  

 樋口 雄一   武川 勉 深沢登志夫 

委員欠席者 なし 

説明のため出席した者 

観光部長 中楯 幸雄  観光部次長 山田 幸子 

観光企画・ブランド推進課長 八巻 哲也  観光振興課長 小林 明 

観光資源課長 塩谷 雅秀  国際交流課長 窪田 克一 

 

農政部長 笹本 英一  農政部次長 松村 孝典 

農政部技監 石川 幸三  農政部技監 西島 隆 

農政総務課長 杉山 正巳  指導検査室長 原田 育生 

農村振興課長 有賀 善太郎  果樹食品流通課長 樋川 宗雄 

農産物販売戦略室長 河野 侯光  畜産課長 白砂 勇 

花き農水産課長 深沢 和人  農業技術課長 赤池 栄夫  耕地課長 加藤 啓 

 

商工労働部長 輿水 修策  産業立地室長 後藤 雅夫 

商工労働部理事 中村 雅夫 

商工労働部次長 都築 敏雄  商工労働部次長 久保田 克己 

産業立地室次長 中込 雅 

労働委員会事務局長 髙橋 哲朗  労働委員会事務局次長 清水 久幸 

商工企画課長 清水 幹人  商業振興金融課長 岩波 輝明 

産業支援課長 尾﨑 祐子  労政雇用課長 中澤 卓夫 

産業人材課長 佐野 芳彦  産業立地推進課長 高根 明雄 

 

公営企業管理者 進藤 一徳  企業局次長 西山 学 

企業局総務課長 山下 正人  電気課長 石原 茂 

 

議題 第１０４号  平成２１年山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政商工観光委員

会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中農政商工観光委員会関係のもの

及び第３条債務負担行為の補正中農政商工観光委員会関係のもの 

   第１０６号  平成２１年度山梨県商工業振興資金特別会計補正予算 

       

審査の結果    議案については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

          

審査の概要    まず、委員会の審査順序について、観光部、農政部、商工労働部・労働委員

会、企業局の順に行うこととし、午前１０時０４分から午前１０時３５分まで

観光部関係、休憩をはさみ午前１０時５３分から午後０時０９分まで農政部関
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係、休憩をはさみ午後１時３２分から２時３０分まで商工労働部・労働委員会

関係、さらに休憩をはさみ午後２時５５分から３時０６分まで企業局関係の審

査を行った。 
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主な質疑等  観光部関係 

 

※第１０４号  平成２１年山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政商工観光委員会関

係のもの、第２条繰越明許費の補正中農政商工観光委員会関係のもの及び第３

条債務負担行為の補正中農政商工観光委員会関係のもの 

 

質疑 

 

（やまなし道の駅周遊観光促進事業費補助金について） 

安本委員  もう少し詳しくお伺いしたい部分で、観２ページの観光宣伝費、マル臨のや

まなし道の駅周遊観光促進事業費補助金についてお伺いします。 

 昔は観光というと名所旧跡めぐりというようなことだったんですけど、私も

車で県外によく出かけることがありまして、道の駅というのは見ます。糸魚川

から日本海に行って、そして、日本海側を走っていると、糸魚川沿いにもあり

ますけれども、今、道の駅も物すごく巨大なものがありまして、能生というと

ころには、カニ市場とか、それから、海産品を直売しているところ、それから、

あそこはマグロの漁港だったようで、実習船を展示しているとか、たしか風力

発電の施設も建っていたと思いますけど。長距離ドライブしているとき、トイ

レ休憩とか疲れを取るということで寄ることが多かったんですけど、今はそこ

が目的になって、そこへ行くような形になっているのではないかと思います。 

 道の駅に着目されるのは非常に大事なことだと思います。山梨県でも、聞く

ところによりますと、観光客というのはマイカーで来られている方が多いと伺

っておりますけれども、名所旧跡をＰＲするということと同時に、また、道の

駅にも情報端末を設置されるということなんですが、道の駅の、山梨県として

のＰＲ活動、そういったものについて今どういうふうに取り組んでおられるの

か、まず、お伺いしたいと思います。 

 

小林観光振興課長  先生御指摘のとおり、道の駅におきましては、非常に、最近注目されている

観光資源であると認識しております。こうしたことから、県におきましても、

こうした形で山梨県のガイドマップのほうに道の駅の一覧を載せまして御紹

介するとともに、「富士の国やまなし観光ネット」においても御紹介をしてい

るところでございます。 

 また、道の駅が非常に最近注目されているということで、県内の道の駅をつ

ないだような観光商品も造成いたしまして、やまなし観光推進機構のほうで販

売をしていくというような取り組みをやっております。 

 また、旅行会社に対する旅行説明会におきましても、道の駅につきましては

紹介しまして、今後、旅行会社が造成、企画します旅行商品につきましても道

の駅を取り入れたものをするように支援しております。 

 以上でございます。 

 

安本委員  道の駅に観光情報端末を置くということなんですけれども、いろいろ端末も、

県でも、例えば生涯学習とか、「まなびネット」というようなものも、いろん

なところにあったと思いますし、大きさからすればコンパクトなものだろうと

は思いますけれども、どういった情報を発信するかというのが大事ではないか

と思います。 

 ちょっとうちの家内に、県がこういう事業を考えているんだけど、どうと言

ったら、「るるぶ」のほうがいいとかと言っていましたけれども、「るるぶ」の

いいところは、全体の地図があって、そして、どこか行きたいところがあれば

そこの周辺の拡大の地図がまたあって、そこにあるいろんな施設が、周辺の食
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べるところとか、見るところとか、見学するところとか、そういうものがよく

わかるというところがいいんじゃないかなと思うわけですけれども、どういっ

た情報をそこから発信されようとしているのか、お伺いします。 

 

小林観光振興課長  今回お願いしておりますこの事業におきましては、事業名にもございますと

おり、道の駅を活用して周遊観光を促進していこうという、それが第一義にご

ざいます。こうしたことから、単に道の駅を訪れて、そして、道の駅周辺にと

どまらなくて、いわゆる道の駅を相互に有機的に連携させていって、県内広く

道の駅を活用しながら周遊観光を促進していこうという意図がございます。 

 こうしたことから、まず、道の駅の周辺の観光情報、先ほど先生がおっしゃ

いました「るるぶ」等では扱っていないような、地域の穴場みたいな情報まで

含めて御紹介していきたいと思いまして、この辺は市町村とか地区の観光協会

等の御協力を得まして情報を充実してまいりたいと考えております。 

 あわせて、いわゆる道の駅だけにとどまらないで、道の駅周辺の飲食店でご

ざいますとか、土産店とかお菓子店とか、地域で非常に著名な、そういったお

店等もこの情報端末で紹介しまして、いわゆる地域経済の活性化にも資するよ

うな形で運用してまいりたいと考えております。 

 

安本委員  道の駅がターゲットだと思うんですけど、私は県の施設でもたくさんの観光

客が集まるところにこういったものもあればと思っておりまして、ここで道の

駅等ということですので、道の駅以外のものにも考えられていくと思うんです

けれども、この２５カ所、道の駅とそのほかということで、簡単で結構ですの

で、どういったところに設置される予定なのか、お伺いします。 

 

小林観光振興課長 道の駅におきましては、県内にございます１７カ所すべてに設置することで、

市町村等と調整が済んでございます。それから、残りの８施設につきましては、

県立美術館、県立博物館、ＪＲの甲府駅、かいてらす、郡内地場産業センター、

富士ビジターセンター、ここにありますやまなし観光推進機構、それから、東

京の富士の国やまなし館に設置するということで、プラス８カ所でございます。 

 

安本委員  今、県の観光施設のほうを伺っていて、もう少しあってもいいのかなと思っ

ておりまして、例えばまきば公園とかというようなところもあってもいいかな

という気もしますけれども、予算の関係もあるんでしょうけれども、できれば、

利用が進めば拡大をしていただきたいなと思いますし、また、そこの現場に行

かなくても、その内容について自宅のインターネットと接続をして確認をして

から行けるようになっていればよりいいのかなとも思いますけれども、最後の

質問とさせていただきたいと思います。 

 

小林観光振興課長  今回の整備におきましては、先ほど御説明させていただきましたが、道の駅

を中心として周遊観光を促進していくという意図がございまして、本来端末と

いうのは施設管理者の設置者が設けていくものでございますけど、今回、経済

対策ということで、こんな形で県外から来るお客様の誘客を図っていくという

意図がございます。 

 今後は、地域の回線状況と、あと、運営体制等々も精査しながら、こういっ

た取り組みが県内の各公共施設等に波及していくことをまた進めていきたい

と考えております。 

 そして、このシステムにつきましては、当然、インターネットの仕組みを用

いておりますので、自宅でも活用できますので、先ほど先生もおっしゃいまし

たように、自宅のほうでこういった道の駅周辺の情報を取得することにつきま
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しては可能でございます。 

 

（富士北麓広域周遊観光駐車場整備事業費について） 

岡委員  観３ページ、観光資源課の分でありますけれども、このスバルラインの渋滞

解消というふうなことを含めて、今回、駐車場を予定しているようであります。

いずれにいたしましても、これは、今まで武川委員も見守られてきた経過もあ

るわけでありますけれども、具体的に、今までが５カ所だったと思うわけであ

りますけれども、その比較といいましょうか、どのくらいのものでしょうか。 

 

塩谷観光資源課長  現在使っております駐車場は５カ所で、２,０６５台あります。それぞれ北

麓公園の駐車場が７００台、胎内駐車場が２７０台、スバルランドの駐車場が

５７０台、育樹祭会場が４００台、富士ビジターセンターが１２５台。予定し

ている駐車場は１,４００台を予定しています。 

 

岡委員  分散しているということで非常にいろいろ問題があった経過もあるようで

ありますが、今回そういうふうなことで、１カ所で１,４００台ということは

非常にいいことだと感じています。 

 この建設に向けて、スケジュールといいましょうか、今から、先ほどの中で

は明許繰越もされるわけでありますけれども、これから完成までの経過を若干

教えてください。 

 

塩谷観光資源課長  今回お願いしておりますのは、整備のための環境影響調査、地形調査、さら

には概略設計調査の調査費を委託しております。この中には場所の正式決定の

ための予備調査を行う経費も盛っております。現在は東富士五湖道路東側を基

本に考えておりますので、ここの現地調査をしながら、それをまとめた段階で、

１２月ごろにはなると思うんですが、正式に調査の段階でちょっとわかりませ

んけれども、その段階で場所を決定し、今年度中に工事ができれば、工事費を

予算計上していきたいと思っています。 

 完成につきましては、調査の内容にもよりますけれども、計上すれば１年程

度で完成するのかなと思っております。 

 

岡委員  明許繰越の関係もあるわけでありますから、いずれにいたしましても環境ア

セスということになればそういうふうなことだと思うわけです。いずれにいた

しましても、私は、やっぱり今までの経過を考える過程の中ではできるだけ早

く、やっぱり環境問題からもできるだけ早くこういうふうな施設づくり、駐車

場を建設されるほうがいいんじゃないかと思っておりますので、積極的な御努

力をお願いいたしまして終わります。 

 

討論        なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑 

 

（観光地域経営支援事業について） 

浅川委員  この間、４日の日には八ヶ岳でロードレースをさせていただきまして、観光
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部長さんも出席をしていただきました。まことにありがとうございます。 

 全体の流れの中で、かなり山梨県も観光に力を入れて、推進機構という別枠

で組織化されたということで、すばらしいことだと思います。 

 そこで、昨年から始まっている事業で、観光地域再生事業、昨年は下部と昇

仙峡をやったわけでありますが、その辺の概要と目的の辺についてお話を聞き

たいと思います。あわせて進捗状況ということまでお願いします。 

 

小林観光振興課長  観光地域経営支援事業、これが正式名称でございますけれども、これは、長

期的な観光客の落ち込みに苦しんでおります県内の主要な観光地の活性化を

図るために、地域の観光事業者などが集まりまして、みずから考え、みずから

取り組む、集客を高めるソフト事業に対しまして支援していくものでございま

す。 

 先生から御指摘のとおり、昨年度、昇仙峡と下部温泉郷につきまして、１年

目、取り組みまして、１年目の事業につきましては、旅行業、観光業を専門と

しますシンクタンクの、専門的な知識を有するアドバイザーを現地に派遣いた

しまして、地域の方々をメンバーといたします協議会を設置いたしまして協議

を進めてまいりました。 

 本年度、２年目につきましては、既に昨年度、皆さんで検討しまして、実施

に向けて取り組むと決めました内容につきまして２カ所とも進めてございま

して、昇仙峡につきましては、首からかけて歩きます「昇仙峡ガイドレシピ」

というパンフレットを作成しております。このようなものです。 

（「昇仙峡ガイドレシピ」を掲げる） 

首から下げまして、こうやってルートを見ながら散策するようなものでござい

ます。それから、このガイドを旅行会社のバスツアーの誘致のためのノベルテ

ィーなどとしても活用しております。 

 あわせまして、この１０月１０日に昇仙峡におきましては、「ウォーキング

フェスタｉｎ昇仙峡」ということで、昇仙峡の渓谷を滝上から長潭橋までウオ

ーキングするというようなイベントを企画しておりまして、滝上におきまして

はイノシシなべを用意しまして、それから、真ん中の能泉におきましては足湯

を楽しんで、それから、長潭橋の天神森のところでは鳥もつが楽しめるという

形でのイベントが企画されております。 

 さらに、昇仙峡におきましては「おもてなし講習会」ということを実施して

おりまして、既に２回、「おもてなし講習会」をやっております。 

 それから、下部温泉におきましては、やはり下部温泉は非常に効能の高い温

泉でございますので、温泉の活用方法や入浴方法をまとめたパンフレットを作

成したり、下部温泉の魅力を伝えるためのポスターとかホームページの充実に

取り組んでおります。 

 また、身延町にはＮＰＯでみのぶ観光センターという、旅行を造成できる三

セクがございまして、下部温泉の宿泊を伴う着地型旅行商品の造成にも取り組

んでいるところでございます。 

 

浅川委員  今の話は結構な話なんですが、去年が最初ですよね。ことしが２年目で、話

によると４年間ぐらい続けていくような予定ですけど、あとはどんなふうな予

定を組んでいるんですか。 

 

小林観光振興課長  協議会におきましては、毎年毎年、地域の方々が集まりましてワーキング等

を重ねておりまして、そういう中で、明年の事業につきましても、どういう形

で取り組んでいくかということについては、その各年各年で協議している状況

でございます。 
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浅川委員  ワーキングのメンバーなり協議会のメンバーと、予算というか、それは２分

の１ですよね、県とのかかわりもちょっと教えていただけますか。 

 

小林観光振興課長  県におきましては、地元の市町村とも連携いたしまして、観光部の職員を中

心に支援チームを結成しております。観光部におきましては、県土整備部、森

林環境部、農政部のほうからも、職員の派遣を、交流を受けておりまして、そ

ういった職員と連携しながら、協議会のほうから出されてくるさまざまな横断

的な要望に対しまして、地元の市町村とも連携しながら、その解決策につきま

して知恵を出しているところでございます。 

 

浅川委員  わかりました。うまく進めていっていただきたいと思います。あわせて、地

域との整合性というんですか、その辺もしっかりやっていただきたいと思いま

す。 

 同じ事業で、今年度、湯村温泉と清里、八ヶ岳南麓エリアということで進め

ていただくようでございますが、この辺の、概要は大体わかりましたけど、進

捗状況、また、県とのかかわりをちょっと説明していただきたいと思います。 

 

小林観光振興課長  湯村温泉郷及び清里、八ヶ岳南麓の協議会につきましては、本年度早々に各

市町村のほうに照会いたしましたところ、この２市から申請が上がってきまし

て、現在取り組んでいるところでございます。この７月に両者とも協議会が立

ち上がっておりまして、湯村温泉郷につきましては既にワーキングが３回、清

里、八ヶ岳南麓につきましては既に２回開催されておりまして、また、もう一

度ずつ開催する予定でございます。 

 現在、積極的にワークショップ等を行いまして、地域の持っている課題でご

ざいますとか、魅力はどこにあるのか、強味はどこにあるのかというような形

での探り出しみたいな作業をやっているところでございます。 

 

（観光圏整備事業について） 

浅川委員  これからですから十分配慮しながら進めていっていただきたいと思います。 

 実は、昨年、富士五湖ですか、大変な努力のもとで観光圏の認定を受けて、

その辺の話もちょっと。認定を受けたのは、たしか去年の１０月でしたか、そ

の辺の進捗状況と、観光圏というものをかち取るための努力があったと思うん

ですが、その辺をちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

小林観光振興課長  富士山・富士五湖観光圏につきましては、昨年認定を受けまして、昨年度か

ら既に事業が始まっております。既に、従業員等のおもてなしの研修ですとか、

あるいは電車とバスが１枚の切符で割安で乗り継げるような乗車券ですとか、

あるいは新たな観光商品の開発ですとか、市町村と関係する事業者等が連携し

てさまざまな取り組みが行われております。 

 本年度におきましても引き続き、観光圏整備計画に載っている事項にのっと

り、さまざまな展開をしておりまして、私ども県におきましてもそのワーキン

グに参加しまして、支援を進めているところでございます。 

 

浅川委員  富士五湖のほうの事業費、県費をどの程度投入しているのか、その辺も。 

 

小林観光振興課長  観光圏整備事業につきましては、国のほうから４０％の助成がございます。

地元の市町村等がまた連携しまして、残りの分につきまして、継ぎ足しまして、
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協議会の事業として実施しているものでございます。 

 

浅川委員  実は、さっきの清里、八ヶ岳の再生と、この６月で補正を組まれた八ヶ岳南

麓観光圏構想が認定されるべく努力をしているようでございますが、私は、先

ほどの再生事業の部分とこの辺との兼ね合いをどのようにしていくのか、その

辺をきちっとしていっていただきたいと思うんですが、観光部のほうではそう

いう指導をしている中でどんな対応をしていこうとしているのか、お聞きした

い、最後に。 

 

小林観光振興課長  八ヶ岳の観光圏整備事業は、現在、認定に向けて作業を進めているところで

ございますけども、一応エリアといたしましては、北杜市全域が該当するとい

うことでございます。 

 それで、今回私どもが進めています魅力づくり協議会の事業につきましても、

これを十分意識して、清里を中心とした、清里の宿泊滞在施設をフルに活用し

たというような形で協議会のほうは協議をお願いしておりまして、こういった

ところで地元の皆様からさまざまなアイデアをいただいて、そのアイデアを、

県のほうの今までの支援のみならず、観光圏の整備事業のほうで国の支援をい

ただきながらできる可能性も多大にあると考えておりまして、そういったとこ

ろも想定しながらさまざまなアイデアを出していただきたいと。それを観光圏

整備計画のほうにもリンクさせまして取り上げていきたいと考えております。 
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主な質疑等  農政部関係 

 

※第１０４号  平成２１年山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政商工観光委員会

関係のもの、第２条繰越明許費の補正中農政商工観光委員会関係のもの及び

第３条債務負担行為の補正中農政商工観光委員会関係のもの 

 

質疑 

 

（果樹試験場費について） 

望月委員  農５ページですけれども、果樹試験場費の試験研究費のところで、先ほど御

説明いただきました定量ＰＣＲ測定器の設置というのがございますけれども、

近年、地球温暖化または気候変動ということの中で、急にブドウの色づきが悪

くなったり、また、ブドウの色づきが悪くなるということになりますと、品質

がなかなか評価されず単価も安いということで、大変農家でも苦慮していると

ころであります。 

 今回、この定量ＰＣＲ測定器は、金額は７００万円ぐらいのものになってい

るようでありますけれども、今までなかなか難しかった解決方法が、これでも

し解決できるということになれば、すばらしい成果が出るんじゃないかなと、

こんなふうにも感じているところであります。 

 そこで、定量ＰＣＲ測定器はどのようなものなのか、また、科学的、数値的

に信頼性があるのかどうか、そこら辺をお聞きいたします。 

 

赤池農業技術課長  委員がおっしゃいますように、今、黒系のブドウのピオーネとか巨峰の色つ

きの問題がここのところ問題になっております。 

 そこで、この定量ＰＣＲ測定器というのがどういうものかということですが、

これは、植物、あるいは動物の遺伝子の種類とか、あるいは働きぐあい、発現

量という量の問題もありますけど、そういったことを測定できる機械でござい

まして、通常のＰＣＲという機器ですと遺伝子の種類しか判別できないわけで

ございますけれども、これは量まで測定できるということでございます。その

信頼度につきましては、機器でございますので、一定の信頼度があると思われ

ますが、いずれにしても、そういったような機器でございます。 

 これは横文字でポリメラーゼ・チェーン・リアクションの略でございますけ

ども、日本語に訳すと合成酵素連鎖反応を測定する機器ということでございま

す。 

 

望月委員  これを整備するということの中で、導入の効果、具体的なものが、お考えが

あればちょっとお聞きしたいと思います。 

 

赤池農業技術課長  その効果ですが、遺伝子の働きを測定する機器でございまして、黒系のブド

ウの生育段階で、どのような環境が着色に影響しているかというようなことと

か明らかになるわけで、その機械で調べることによってどの時期に色に関する

色素が影響しているかというようなことがわかりますし、そういうことがわか

りますと、どの時期にどういうことをすることによって着色向上の対策が可能

になるというようなことがわかるというようなことであります。そうすること

によって、着色と遺伝子の関係がはっきりしてくるというようなことを期待し

ているところでございます。 

 今の遺伝子と着色の関係でございますけれども、さらに、品種育成の面で、

従来、新品種を育成するには、Ａ品種とＢ品種をかけ合わせて、そして、それ

を育成して、物になるには数年かかりますけれど、その結果を見て、もしそれ
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がだめだったらまたかけ合わせを行うということで、非常に時間がかかります。

そこで、今度は木の苗の時点で遺伝子を分析することによって、この品種は黒

い色の系統の遺伝子を持っているかどうかがわかるようになってきます。です

から、そういうことによって育種の年限を大幅に短くできるというような効果

もあります。 

 

望月委員  品種の分析もできるということですね。それと、今後、新品種も短時間で選

べるということですね。 

 そういう中で、全国的に、この定量ＰＣＲ測定器がどのように導入されたり、

それから、今、普及しているのか、それから、今後どのような形の中でこれが

取り入れられていくのか教えてください。 

 

赤池農業技術課長  全国の段階では、今、国の段階でやっと着色と遺伝子の相関関係がわかって

きた段階でございまして、例えばブドウの主要県であります山形とか長野とか

岡山、ここらも巨峰とかをつくっておりますけれども、まだ手をつけておりま

せんで、山梨県が果樹王国ということで、全国に先駆けて取り組むということ

になります。ですから、この成果は、全国に先駆けてということでございます

ので、いい事例が出れば、本県に非常に有利な果樹振興が図られるということ

になるはずです。 

 

望月委員  そうすると、全国に先駆けての技術開発ということになろうかと思います。

そうすると、近い将来に新品種が出てくるわけですね。すばらしい種類の苗木

が山梨県のブドウのブランド化という形の中で出てくると。こういうことが想

定されるわけですけれども、これにおいて、本県の果樹振興がどのような形の

中で進んでいくのか、お伺いします。 

 

赤池農業技術課長  果樹試験場は、これまで多くの品種育成をしてまいりました。例えば、県単

独の事業ですと、桃の夢しずくから始まって、スモモのサマーエンジェル、サ

マービュート、桜桃の富士あかねというような県独自の品種を育成してきまし

た。それから、共同研究でありますと、醸造用のブドウから生食用の品種まで、

果樹試験場では非常に努力してやってきております。 

 こういった新しい品種を開発してきましたものですから、本県の果樹振興に

どうこれを生かしていくかということになりますが、開発したものは、種苗法

という法律によりまして品種登録をするわけです。そうすると、その品種の育

成者が保護されますので、だれでもつくれないということになります。そこで、

どのくらい権利が保障されるかというのは、例えば永年作物ですと、３０年間

保障されます。 

 そういったようなことから、開発した新しい品種を県内で使わないと意味が

ございませんので、これを、苗木の生産をする方々と販売の許諾契約、苗木の

生産の許諾契約というのを結びまして、本県内で流通するという条件で許可を

与えて、そして、山梨県だけの品種とすることによってブランド化ということ

にもつながりますし、本県農業の、特に果樹のブドウが先駆けですけど、果樹

振興に貢献できることを期待しています。 

 

望月委員  今、具体的な測定方法、ブドウ自体の実を調べるのか、それとも木を調べる

のか、どういう状況なんですかね。 

 

赤池農業技術課長  植物の遺伝子を見られるということでございまして、苗木の、木の遺伝子を

見るということでございます。 
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望月委員  でき上がった果実じゃないですね、ブドウじゃないんですね。苗を見るとい

うことですね。 

 

赤池農業技術課長  遺伝子を見るわけですから、苗でも見られますし、できたブドウの房でも、

両方で見えることになります。 

 

望月委員  わかりました。早期にその成果が出るように御努力していただきたい、そし

て、農家の今後の高収益に結びつくような形になるように、ぜひ期待をしてお

ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

（耕作放棄地・景観保全事業費について） 

大沢委員  農村振興課にお尋ねしますけど、臨時の緊急雇用として、耕作放棄地・景観

保全事業費というのがありますが、先ほどの説明では菜の花。非常にいい着目

をしたと思っています。耕作放棄地を耕して、そこへ菜の花を植えて、それか

らまた油をとるという、多分そういうことでの事業だと思うんですが、これを

何カ所、県内においてやっていくのか、面積はどのくらいなのか、これを継続

していくおつもりがあるかどうか、これ、一遍お聞きしたい。 

 

有賀農村振興課長  今回の緊急雇用対策の中では、当初予算分で約２０ヘクタール対象を予定し

ています。今回お願いしております補正分で約９ヘクタールを予定してござい

ますが、そのうち当初予算分で現在１４ヘクタールほど対象が終わりまして、

そのうちの半分、７ヘクタールについては、新たな担い手が借り受けて活用し

ている。残る半分の７ヘクタールについては、菜の花を植えたりといった形で

景観保全をしながら農地の保全をしていただいているという状況でございま

す。 

 これにつきましては、今後、いつまでも菜の花というわけにもまいりません

で、これは緊急避難的ですので、そういう場所につきましては、今後は地域の

皆さんと話しをして、担い手につくっていただくという形で、引き続き耕作し

ていただくという形が望ましいと考えております。 

 

加藤耕地課長  今、委員からは菜の花をまく場所ということだと思いますので、これにつき

ましては、今、耕地課のほうで、先ほど農村振興課で耕作放棄地解消という中

でお話ししましたところで、担い手がすぐに見つからないという場所について

は、暫定的にでも菜の花を植えて地域の活性化につなげていこうということで、

耕地課としては菜の花プロジェクトという名前で今やっていまして、場所につ

いては、今、プロジェクトという名前を使ってやっているのは５カ所で、委員

のところでございます旧双葉町でも予定をしております。あとは、山梨市、笛

吹市、甲府市、道志村の計５カ所で、今、名前はそういう格好ですけれども、

やってございます。 

 

討論        なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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※所管事項 

質疑 

 

（国庫補助事業に係る事務について） 

樋口委員  岡先生が予約されましたけれども、先輩より先にさせていただきます。 

 今議会の招集告示日に、求めなくても知事みずから全員協議会の場で、私ど

もにおわびに近い報告がございましたね。国庫補助事業等に係る事務処理、事

務費調査等々についてでございました。国庫補助金、補助事業については、国

土交通省と農林水産省ということであります。ほかの所管はともかくとしまし

て、その日も、あるいはその後もマスコミ等でも若干掲載がされておりました

から、やはりこの際お聞きすべきかなと思っております。 

 対象年度が５年間にわたっての国からの調査の結果で、事前に２,７００万

円ということでありますけれども、そのことについての考え方、あるいは内容

について、そして、今後についてお聞きしたいと思います。 

 

杉山農政総務課長  ただいま樋口委員のほうから会計検査の結果についてということで、今後の

考え方を御質問いただきました。 

 会計検査につきましては、実地検査が本年の２月に実施されまして、現在、

会計検査院のほうでその結果を取りまとめ、精査中でありまして、検査結果の

報告につきましては１１月の初旬ということを聞いておりますが、国会に報告

した後に公表されるということになっております。このため、まことに申しわ

けございませんが、会計検査院の指示で、詳細な内容については、ここでの公

表を差し控えさせていただきたいと思います。 

 ただ、今回の会計検査院の検査を受けたことによりまして、会計検査院がど

ういうものを不適正な支出と判断したかということがわかりましたので、それ

を受けまして、県としましては、会計検査院の検査方法に準じて県の独自の調

査を実施することといたしました。この独自の調査につきましては、国庫補助

事業に係る事務費のうちの需用費、消耗品、印刷製本費、それから賃金、旅費

を対象といたしまして、ただいま樋口委員から話がありました会計検査は、平

成１５年から１９年という５年間でしたが、県では１５年から２０年度までと

いう６年間で、会計検査は本庁と、それから、出先については、富士・東部を

除いた３農務事務所でしたが、国庫補助事業に係る支出をしているすべての農

政部関係の所属を対象に調査しています。 

 調査の着眼点につきましては、先ほど言いましたように、会計検査院の検査

方法に準ずるということで、例えば需用費につきましては、消耗品費とか印刷

製本費ですが、それにつきましては、翌年度納入とか前年度納入がないかどう

か、それから、補助対象にならないような用途に需用費を使っていないか、賃

金につきましては、臨時職員の賃金ということになりますが、会計検査院は、

厳密に補助事業の決められた用途で、雇用した臨時職員に賃金を支出しなけれ

ばならないということで検査をしておりますが、国庫補助事業を行っていない

ような部署で雇った臨時職員に国庫補助の賃金が支出されていないかどうか

というふうなことを着眼点とする。それから、旅費につきましては、国庫補助

事業等とは直接関係のない業務での出張に支出が行われていないかどうかと

いうふうなことを着眼点として検査をしております。 

 検査は９月の中旬の９月１５日から１０月いっぱいということで、現在実施

しております。 

 今後ということでありますが、平成１９年度に会計検査院が１２道府県の検

査をしまして、いずれも１２道府県で国庫補助事業に関係しないようなものに
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国庫補助金が支出されていたという指摘がありました。先行して、会計検査を

受けた県の状況なども確認をしながら、国庫補助事業の執行については、国庫

補助事業に直接必要なもの以外には支出しないということで、それ以外につい

ては、県の単独事業費で支出するということを、昨年度の中ば過ぎぐらいから

徹底したり、それから、支出が年度またぎをしないよう、事務処理をなるべく

早くするといったことを徹底しているところであります。 

 

樋口委員  今、そういう調査をされている、あるいはもうほぼされ終わったのか、わか

りませんけれども、詳細については１１月に入ってから、国のほうの国会への

報告が終わってからということでありますけれども、２,７００万円という数

字は初めから公表されているわけでありまして、この農政部の関係が幾らかと

いうことは、今、出せるんでしょうか。 

 

杉山農政総務課長  ２,７００万円という数字も正式に公表された数字ではありませんで、会計

検査院としてはまだ、先ほども言いましたように、精査の段階ですので、はっ

きり固まった数字というものではありません。 

 

樋口委員  どの新聞にも、知事の言葉にもあったような気がするんですが。そういうこ

とであれば時を待ちたいと思いますが、先ほど課長がおっしゃられたように、

去年の１０月、１２道府県の調査のときのファイルを見ますと、知事が、我が

県にもあるかもしれないから調査しようと言っているけど、しなかったという

ことになりますよね。今回、報道があったからそういうことを公表されたのか

わかりませんけれども、折悪く千葉県では３０億円の不正処理があったと。不

正です、これは。あったということで、その後に、金額や内容が違っても、や

はり去年の１０月に、ほかのところであるんだよ、きっと山梨もあるだろう、

あるかもしれないから調べようというときにやっていれば、もっと早く、みず

からあるよということを言えたと思うんですけど、その辺については。課長な

んかはこの４月からでありますが、違うところにいても、それは行政の常であ

りますから、それについてどのようにお考えですか。 

 

杉山農政総務課長 昨年度、議員の間からもそんな話があったということは承知しておりますが、

県といたしましては、会計検査院の検討の結果を踏まえて、先行した１２道府

県の結果を踏まえて、当面各所属で自己点検をしてもらうということで指示が

出ておりました。 

 今回、先ほども言いましたように、会計検査院の検査をことしの２月に受け

まして、会計検査院とすればこういうものが不適正な支出だということ、不適

正な支出の対応が判明してきましたので、会計検査院の検査方法に準じて、今

回、会計検査院の検査よりも年度も広げたり、それから、検査場所も広げた形

で独自の検査をするということにしたところです。 

 

樋口委員  ちょっと言いわけのように聞こえます。横内県政の１つの売りはスピード、

そして情報公開だと思います。この委員会でそれを言うのもおかしいかもしれ

ませんが、総務委員会とか、あるいは本会議の中で言うべき問題かもしれませ

んが、ぜひそこのところをまた今回のことで究明していただきたいなと思いま

す。 

 それで、事務処理について、さっき不正と言いましたが、これは不適正な処

理だということでありまして、内容もお聞きしています。事業は別だけれども、

同じ買ったペーパー、印刷するのに、事業別にするのか、事業費ごとにするの

か、それはちょっと難しいだろうという話とか、いろいろ聞いておりますけれ
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ども、やはり、今、使い勝手の悪い国庫補助金、使い道を１つのところに決め

なさいとか、年度内に使い切らないと返さなきゃならないとか、そういう使い

勝手の悪さがあるんですけれども、法律や規則で決まっている以上、これは遵

守しなきゃいけないでしょうし、国民、県民の皆さんは、やっぱり、「ああ、

まだやっているんだな、まだ直らないのか」と。 

去年ですか、福祉保健部、病院の起債のミスとか国民健康保険の交付金を市

町村に過払いしちゃって回収したとか、いろいろな事務処理ミス、教育委員会

のミスも、退職金の問題もありました。 

 それで、たしか、その事務処理ミスをなくそうという、委員会ですか、プロ

ジェクトチームをつくって全庁的にやったと思うんです。そういったものが、

去年の１０月に、ほかの１２道府県であるんだというときに機能しないと、つ

くった意味がないような気がします。 

 ですから、農政部の皆さんにも、しようがないじゃなくて、補助金から一括

交付金に改まればまたちょっと違うと思いますけれども、そういったところに

ついてどういうふうにお考えか、お伺いします。 

 

杉山農政総務課長  確かに委員の言われるように補助金が細分化されていて使い勝手が悪いと

いうふうな事情もありますが、それは言いわけになるようなことじゃなくて、

やはり交付金というものは、法律とか規則などに基づいて厳正に執行するとい

うことが一番のことではないかと思います。 

 今回の不適正な支出が行われた原因としては、国庫補助の事務費については

当該年度に国庫補助事業の執行に当たって直接必要な経費に充てるんだとい

う認識が不十分だったこと、それから、適正な会計処理に関する認識が不十分

だったということが原因ではないかということで十分反省して、今後そういう

ことのないように努めていきたいと思っております。 

 

樋口委員  最後に、今回のことについて次回に生かしていただけるような発言がありま

した。ぜひそうしていただきたいと思いますし、ほかの担当所管が委員会の中

でどういう話がされたかわかりませんけれども、やはり全国的にこういう問題

があって、スピーディーに解決をしようとしているところ、あるいはみずから

既に解決したところもあるわけでありますから、ぜひ山梨県政もそういう先進

県になるべく各部署が努力をしていただきたいと思います。 

 

（耕作放棄地について） 

岡委員  先ほども言いましたように、４７都道府県の中で２番目に悪い結果が出てい

るということでありました。この間、ちょっと調べさせていただいたわけです

けれども、農林業センサスでは、１９８５年、２０年前から二十何年かな、２

００５年までの分がこれに出てきているわけであります。つまり、１９８５年

の段階で１,４００ヘクタール余、２００５年で３,２５０ヘクタール余。言う

ならば倍以上にふえているわけですね。そういう点で、先ほど「担い手が育つ

農政を」という言い方をしながらも、現実問題としてはこういうふうな状況に

なっているわけであります。これらをどう解決していくのかということについ

て、お考えをまずお聞きしようと思います。 

 

有賀農村振興課長  耕作放棄地につきましては、ただいまお話のございましたように、この２０

年間で１,４００ヘクタールから３,２００ヘクタールまで、農林業センサスの

結果では増加しています。これにつきましては、やまなし農業ルネサンス大綱

の中で、平成２８年の耕作放棄地率を６.２％まで下げるというふうに計画し

てございます。 
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 なお、昨年度策定しました山梨県耕作放棄地再生活用指針につきまして、こ

れは２４年までに達成するというようなことで、今やっているところでござい

ます。 

 なお、耕作放棄地の解消のポイントとしては幾つかありまして、農地の引き

受け手の確保であるとか、あるいは周辺の整備であるとか、あるいは栽培作物

を何にするかとか、こういった幾つかの課題を今後解決しながら進めてまいり

たいと考えております。 

 

岡委員  将来的な目標、平成２４年だとか、あるいは平成２８年だとかというふうな

形の見通しを立てて、それに向かって努力されることは、それはそれでいいと

思うわけですね。しかし、実際問題として農家戸数は減っているわけですよ。

あるいは担い手が減っているわけですよ。そういう中で、どうしてその目標を

達成できるのかという点について、もう一度お聞きしてみます。 

 

有賀農村振興課長  先ほど耕作放棄地の解消のポイントといたしまして、当然耕作放棄地を解消

しました後、それを引き受ける担い手が必要ということになりますので、それ

につきましては、新たな担い手の確保としまして、都市住民等の活用によりま

す担い手の確保、あるいは企業の参入、そういった形で耕作放棄地を引き受け

る担い手を確保してまいりたいと思っております。 

 

岡委員  後ほどまた企業についてはちょっと話しますけれども、都市住民、あるいは

Ｕターンの人たちも割合にふえているんですよね。だけれども、実際問題とし

て、耕作面積も非常に減ってきているわけですね。そういうふうなところで都

市住民も、と言われても、なかなか見えないんですよね。そういう点で、私は

それなりに努力をされていると思うんですが、どういうふうな形でそういう

方々に呼びかけをしているんでしょうか。 

 

有賀農村振興課長  まず、都市住民の担い手の農業参入につきましては、今年度の６月補正で御

承認いただきまして、農業協力隊推進事業というのをやっています。これにつ

きましては、今年度約２０名を、農業協力隊員、都市に住んでおられる方を、

当面農業に参入するまでの間、当然、技術の習得であるとか、地域になじまな

きゃいかんとか、そういった問題がございますので、それを１年から３年間、

山梨県に住んでいただいて、農業生産法人であるとかＪＡの皆さんに農業技術

を指導していただいて、その上で本県に永住して農業をしていただくというよ

うな取り組みを進めています。 

 

（企業の農業への参入について） 

岡委員  二地域居住というふうな形のものもあるはずなんですね。あと一つ、先ほど

も言いました企業の参入ということなんですが、今からまだ商工もありますか

ら、その中でも若干聞こうと思っているんですが、他県においては、建設業を

中心といたしまして農業への参入が盛んだというふうなことも若干聞いてい

るわけであります。マスコミ等の報道もあるわけであります。本県においては

どの程度に企業が参入なされているのか、いかがでございましょうか。 

 

赤池農業技術課長  企業の参入の件でございますけれども、農業の担い手が非常に少ないという

中で、非常に幅広く、多くの担い手を育成しようという１つの側面として、企

業にも農業に参入していただこうということで我々は進めているところでご

ざいます。ことしから農業技術課の中に専任の企業担当を設けまして進めてい

るところでございます。 
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 今、成果を申し上げますと、ことしに入って農業に参入した法人は８件ござ

います。個々の名前はちょっと申し上げられませんけれども、一応今のところ、

この半年の間に８件を達成したところでございます。まだあと半年ありますの

で、さらに意欲的に企業に参入していただけるよう進めていきたいと思ってい

ます。 

 

岡委員  努力をされていることについては評価をいたしたいと思いますが、その８件

でどのくらいの面積を確保して、企業が耕作しているんでしょうか。 

 

赤池農業技術課長  ８件それぞれ面積が違いまして、大きいところでは１ヘクタールとか、ある

いはそれに満たないというようなところもございますけれども、農業技術もな

いところでございますので、手始めに少ない面積からやっていこうというとこ

ろでございまして、今、一番大きいところが１.２ヘクタール弱というところ

です。 

 

岡委員  わかりました。やり始めたばかりですから、それほど大きな期待をすること

は無理かと思いますので、いずれにいたしましても、私は、やはり、縦割り行

政とよく言われますけれども、できるだけ、商工業等々とも手を組みながら、

プロジェクトを組みながら、ひとつ積極的な応対をしていっていただきたい。

ワーストツーをいかに下げるのかということについて、ぜひ積極的に取り組ん

でいっていただきたいということを要望して終わります。 

 

（耕作放棄地の管理について） 

大沢委員  この耕作放棄地の問題は、毎回議会の中で出ているんですよね。これを掘り

下げていけば大変難しくなっちゃった。昔から、百姓は生かさず殺さずの政策

が今も続いていると思うし、それから、減反政策のほうにも影響してくるので、

これはまた、いつかの機会に話をしなきゃならんと思いますが、ひとつ観点を

変えて、山つきにある耕作放棄地は、そのままこれが、イノシシだとか、そう

いうふうな鳥獣害のすみかになっているんですよね。だから、これは何とかし

なきゃならないのと同時に、人家の近く、例えば先ほど言いました菜の花は公

園の近くですから、そういうふうな人家の近くでも、耕作放棄地、いわゆる草

ぼうぼうのところがあるわけなので、これは非常に危険ですよね。鳥獣のすみ

かとなると同時に、たばこでも捨てられると火災の危険性があるんですね。そ

ういうところは、かなりそれぞれのところから話は行っていると思うんですが、

せめて草を刈ってほしいと。地域の人たちもそういう要望をしている。草くら

い刈ってくれよということですけれども、依然そのままの状態が続いているの

で、そういう、草を刈る条例、草を刈らせることということも１つの観点とし

て必要だろうと思うんですが、それについてはいかがでしょうか。 

 

有賀農村振興課長  人家の近くの耕作放棄地の草刈りという話でございますけれども、農業経営

基盤強化法の中に遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置ということが

ございまして、この中では農業委員会がそうした遊休農地の解消に向けて所有

者を指導しなさいということになってございます。 

 また、県内では８市町村が、空き地に草がある場合、草刈りをしなさいとい

うような条例をつくってございます。それぞれそういった努力はしておるわけ

なんですが、財産権の問題等もあって、なかなかそこは行政も対応に苦慮して

いるというのが実情だと考えております。 

 地域の中で話し合いをされて、だれかに草を刈っていただくということが、

一番、解決に向けては早いような気がいたします。草刈りをしましても一時的
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なことで、年に２回３回草を刈らなきゃなりませんので、やっぱりだれかに農

地を使っていただくということが、将来にわたって、防災上の観点とか景観上

の観点とかといたしましても一番よいことですので、農地を貸してもいいとい

うようなお話があれば、また、県、あるいは農業委員会といった、農地を扱っ

ている機関に、新たな担い手に使っていただけるように勧めていただければと

思います。 

 

大沢委員  確かにそりゃそうです。だれかがつくれば耕作放棄地じゃなくなるんですが、

つくり手もないから耕作放棄地になってしまう。だから、例えば条例とかを設

けて、本当は罰則まで設ければよいのだが、そういうふうなものができないか

どうかと。いわゆる人家の近くに限り、例えばこのくらいの距離の中における

そういうところの草は刈らなきゃいけないよ、というふうな条例をつくること

はできないでしょうかね。 

 

有賀農村振興課長  そこは、先ほど申しましたように財産権の問題があって、指導的レベルとい

うところまでが行政の対応として精いっぱいの状況かと思います。 

 

（鳥獣害対策について） 

大沢委員  では、耕作放棄地はまた後ほどにして、鳥獣害といって、最近は、イノシシ

やシカやクマや、そういうふうなことが出るんですが、田舎ばかりでなくて都

会でも今問題になっているのは、カラス。これがまた最近は特に非常に困って

いるというふうなことが出てきました。 

 私のところでは、商工会が中心になって、昔の桑畑のところを利用して、桑

の実ジャムだとか、そういうふうなものをやっております。ところが、周辺の

農家から苦情が来ちゃったんですね。カラスが集まってきて、周りで種をまい

たらみんなやられてしまうと。ぜひあれをやめてくれというんですよね。とこ

ろが、桑の実のほうは好評なんですよね。非常においしいし、みんなが一生懸

命やっているんですが、周りの農家からすればカラスの被害で困ってしまうと

いうことで、この辺のことというのはどうしたものだろうと思うんですが、ぜ

ひ鳥獣害の中にイノシシやシカやクマと同時にカラスも入れていただいて、何

かその辺りの方策、昔で言えばスズメを網でやったような、何かやらなきゃと

いうことですが、カラスは利口者だからなかなかそれにかからないというよう

なことなんです。カラスの害についてはどんな対策が必要なのか、ちょっとお

聞きしたいです。 

 

赤池農業技術課長  今、カラスは全国的にふえてきたりして、非常に問題になっております。カ

ラスは頭がいいものですから、なかなか一概に特効薬があるわけではございま

せんが、今先生がおっしゃいましたように、昔からいろんなやり方があるわけ

です。具体的に言いますと、防鳥ネットを張ったり、テグスを張って、カラス

の羽根が触れると嫌がるというふうなことでしたり、あるいは、トウモロコシ

はまくとすぐ食べられてしまうというようなことがありますから、まくときに

は深植えにするとか、さらに、忌避剤といって、種にカラスの嫌なにおいをつ

けたり、それから、追い払いでかかしとかＣＤをぴかぴかさせたり、いろいろ

そういうことがありますけれども、一朝一夕にいかないで困っているところで

す。 

 我々とすれば、最終的には銃で捕獲、あるいはおりで捕獲するというような、

総合的な対策が必要だろうということですが、あれは空を飛ぶものですから、

地域の皆さん全体がカラスにえさを与えないというような施策を講じていく

必要があろうかと思います。 
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浅川委員  質問は短く端的にしますので、３つほど角度を変えてお願いしたいと思いま

す。 

 獣害対策ですが、私のほうの北杜市でもいっぱい出ています。実情と、もし

対策がありましたら。特にイノシシ、シカ、猿。私のほうは、カラスは、余り

実情はないわけでありますが、それについての実態がわかりましたら教えてい

ただきたいのと、対策がありましたら教えていただきたいと思います。 

 

赤池農業技術課長  獣のほうの獣害の話でございますけども、イノシシ、猿、シカというところ

が非常に大きいわけでございまして、トン数で言いますと、猿が３４７トンの

被害がありまして、これが４２％を占めております。次がイノシシで２４１ト

ンで３０％ほどを占めておりますが、この両方を足して７０％ぐらいになりま

すので、あとはシカなどの獣害とか鳥になります。 

 そこで、対策でございますけれども、これまで補助事業等によりまして電気

さく等を設置しております。これは既に、トータルの総延長で言いますと８６

０キロ余の電気さくを設置しております。これは、山梨県の地図で見ますと、

その距離は山梨県をぐるっと囲んだら３周するぐらいの距離を設置しており

ます。これを、地域でただ設置しただけじゃなくて、みんなで管理して、電気

が漏電しないようにするとか、みんなで協力してやらなきゃならないというこ

とにもなるのであります。 

 それから、さらに猿で言いますと、モンキードッグで追い払いをするという

手法もありますが、モンキードッグも現在３０頭に近づくような数字が上がっ

てきております。 

 ハード事業では、補助事業として、国補事業、県単事業がありますから、そ

ういったものでまず電気柵をつくるとかです。 

 今度はソフトの事業として、県としましては、鳥獣害防止の指導員を設置し

てございます。これは１９年、２０年度で指導員を各所に設置してございまし

て、トータルで県下に１４７名が指導員の認定を受けており、これは知事が認

定するわけですけれども、それは、市町村の職員でもよろしいですし、あるい

は県の職員でも、あるいはＪＡの職員でも、農済の職員でも、というようなこ

とで、そういった方々が１４７名おります。この方々がお手伝いをするという

ことでございまして、防除計画のアドバイスをしたり、あるいは実際の防除の

お手伝いしたりするようなことになっております。 

 さらに、昭和町を除く２７市町村に協議会がつくってございまして、まずそ

こで、皆さんで話し合いや、相談していただいた上で対策を講じるということ

が妥当かと思います。 

 

浅川委員  鳥獣害のほうは、これからも予算もたっぷりつけていただいて、ここに猟友

会の会長さんも見えていますので、積極的にやっていただかなければ、もう間

もなく収穫の秋で、かなりいろいろな被害が出ていて、農政だけじゃなくて林

務のほうもあるわけでありますが、航空学園の向こう側の釜無川にもシカが出

たなんていう話も聞いている状況でありますので、対策を積極的に進めていた

だきたい、これは要望でございます。 

 

（農商工の連携について） 

（浅川委員）  それから、実は春からお願いをしていた「あけの金時」、農政部のほうには

多大な御協力をいただきまして、いよいよ収穫が始まりました。８日にはさつ

まいも祭りということでデビューするわけでありますが、想像以上の収穫とい

うことであります。やはりこの部分についてブランド化するには、先ほど岡先
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生が言われたように、農商工が連携をとって、本当にブランド化するにはそこ

まで行かなければいけないと思っておりますし、畜産課長さんがいるわけであ

りますが、たまたまそこでサツマイモのつるが出るということで、この辺も畜

産課のほうで飼料化あるいは肥料化も含めてちょっと研究もしていただきた

いと思います。 

 それで、農商工の連携についての所見というか、取り組みについてお答えを

願いたいと思います。よろしくお願いします。 

 

樋川果樹食品流通課長 農商工連携ということでございますけれども、これにつきましては、平

成２０年に、農商工等連携促進法という法律が出まして、そういったことを国

策としても進めていこうということで進めておるところでございます。 

 農政部といたしましても、商工労働部、観光部と連携しまして、いろんな事

例をやっていきたいと考えておりますが、これにすぐに乗っていくというのは

非常に難しいと思います。それに乗る前に、地域で、例えばある商品を開発し

ていきたいという場合には、現在アグリビジネスモデル確立支援事業というの

がございまして、そんな、地域の取り組みで、それを商品化していくための幾

つかの補助というものも今現在事業で動いていますので、そんなものを活用し

ていただきながら進めていったらいかがかなと考えております。 

 

（果樹における環境保全型農業について） 

浅川委員  来たらどうかじゃなくて、ぜひ積極的に支援をしていただきたいと思います。 

 最後に、先ほど、果樹王国、果樹王国と、私どものほうは余り果樹王国でも

ないわけでありますが、安心・安全という中で、果樹に対して、有機栽培とい

うんですか、こういった取り組みがされているかどうかをお聞きしたいと思い

ます。 

 

赤池農業技術課長  昨今、農薬の問題から始まって、非常に安心・安全の問題が叫ばれておりま

す。山梨県も計画をつくって進めているところでございます。特に農家の方に、

エコファーマー、エコの農業を進めるということで推進しておりまして、７,

０００人も認定しております。この７,０００有余人ですけれども、これは全

国で１位の認定の数字になっておりまして、その数字を見ただけでも山梨県が

いかに環境対策に農業の面で力を入れているかということが推察できると思

います。そんなようなエコファーマーというようなことをやっているというこ

とを御承知願いたいと思います。 

 

浅川委員  エコファーマーは多分野菜も含めてだと思うんですけど、私は今、果樹につ

いて限定してお聞きしたかったものですから、その辺の取り組みがありました

ら教えてください。 

 

赤池農業技術課長  エコファーマーの話は全体の話でございます。果樹の取り組みとすると、環

境保全型農業ということで、化学肥料を５０％、化学農薬を５０％低減しまし

ょうという中で、果樹については、果樹では３０％低減しようというのをつく

って進めているところでございます。 

 全体の中で進めているわけでございまして、環境保全という意味では、果樹

であろうと野菜であろうと分け隔てなくするということでございます。 

 

（農地集積加速化基金事業について） 

安本委員  １点だけお伺いします。 

 ことしの６月だったと思いますけれども、農地法が大きく改正されました。
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農地が減少しているのを食いとめたり、農地の確保という観点と、それから、

農地を所有から利用へという観点だと思います。 

 所有から利用へということの中で、具体的な事業として、国は、本年度、補

正予算で、農地集積加速化基金事業について、予算をつけて推進しようとして

いたと思いますけれども、直接県とは関連のない事業かもしれませんけれども、

結果としては県の農政のほうにも非常に影響がある事業じゃないかなと思っ

ておりまして、まず、この農地集積加速化事業の内容についてお伺いしたいと

思います。 

 

有賀農村振興課長  農地集積加速化事業につきましては、これまで幾つか農地集積を行うための

事業を行ってまいりましたが、今回のこの加速化事業につきましては、農地を

集積するに際して、出し手側の所有者に対して、最大で１０アール当たり７万

５,０００円を支援するという事業でございます。 

 なお、単に集積するだけではありませんで、１ヘクタールまとまって集積す

るということに対しまして、出し手の農家に支援するという制度でございます。 

 

安本委員  今、非常に話題になっていますけれども、政府が、政権がかわりまして、補

正予算の見直し、無駄な、効果の少ない事業の凍結ということで、先週末には

その具体的な事業名が出ていたと思っておりますけれども、きのうも一両日中

ということで、最新のニュースですと、２兆５,０００億円ぐらいの予算が凍

結をされるとマスコミ報道されております。 

 その中で、農水省関係で、今御説明をいただきました農地集積加速化事業と

いうのが凍結をされるということで報道されておりますけれども、９月７日の

新聞報道によりますと、農水省の事務次官が、この事業については８月下旬に

支援協議会へ基金の全額が支出済みになっていると、今後、個別農家への支給

に向けた作業に入る段取りとなっていたけれども、この農家への交付金支給手

続を見合わせるように指示したということが報道されておりました。 

 私は山梨県内でも準備がされていたのではないかと思っておりますけれど

も、県内のこの事業実施に向けてどの辺まで進んでいたのか、お伺いしたいと

思います。 

 

有賀農村振興課長  農地集積加速化事業につきましては、５月に国のほうで予算成立した後、６

月と７月に市町村あるいは市町村の農業委員会を集めて説明会をいたしまし

て、農家への周知につきましてお願いをしてございます。 

 その結果として、現在、県のほうに来ている要望というんですか、検討、導

入したい地区ということで、峡北と富士・東部の地域でございますけれども、

合わせて５地区からそういった事業を導入したいというような要望が来てお

ります。 

 

安本委員  この事業については、全国の状況、テレビ報道だけからなんですけれども、

先ほどから耕作放棄地の問題も出ていますけれども、小規模経営、また、高齢

化していてなかなかつくれないところを集約ができるということで、非常に貸

し手側からも、それから、法人としてやる側からも面的な集積が図れるわけで

すので、期待をされていたという報道がされておりました。 

 山梨県でも５カ所が予定されていたということだと思うんですけれども、県

としてはこの事業にどういう期待をされていたのか、また、これがもし仮に凍

結になったときは、県としてはどう考えられるか、思われるのか、ぜひ農政部

長のほうからお答えをお願いできればと思います。 
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笹本農政部長  政権がかわりまして、いろいろな政策が動いているというふうなことです。

私どもが実際聞いていますのは、新聞報道レベルの話でして、具体的にどれが

凍結されて県の分がどうなるかというのは、実ははっきり承知しておりません。

新聞報道によりますと、３,０００億円、先ほどの加速の分は全面的に凍結す

るということもございます。実態で、今話もございましたように、５地区の話

もございましたので、今後、私どもとすれば、推移を見守っていくしかないと

考えております。 

 それから、耕作放棄地対策とか農地の貸し借り対策については従前からさま

ざまな施策もございます。減反のこともございますので、その辺を有効活用し

て一生懸命やっていきたいと思っております。 

 

安本委員  私も、その５カ所がどこで、その方たちがどういう方で、話も聞いておりま

せんので、自分としての思いもなかなか言えないんですけれども、ここまで県

としても事業を進められていた、県内でも事業が進んでいたということは確認

をさせていただいて、質問を終わります。 
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主な質疑等  商工労働部・労働委員会関係 

 

※第１０４号  平成２１年山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中農政商工観光委員会

関係のもの、第２条繰越明許費の補正中農政商工観光委員会関係のもの及び

第３条債務負担行為の補正中農政商工観光委員会関係のもの 

 

質疑 

 

（中小企業事業化サポート事業費について） 

望月委員  商３ページ、中小企業事業化サポート事業費の５５０万円ですが、この補正

は、当初予算が約７００万だったんですよね。半年くらいでまた補正というこ

とで、この支援事業というのはかなり成果が上がっているんじゃないかと感じ

るわけであります。今、大変厳しい経済状況の中で、企業はいろいろな分野の

中で新しい製品をつくって、そして、この不況を何とか乗り切ろうという形の

中の努力をされている。こういう状況の中におきまして、このサポート事業と

いうのは大きな成果を上げているということをお聞きいたしております。 

 そんな中で、この事業化サポート事業の実績、それから、その評価、これら

がどのようになっているのか、お尋ねいたします。 

 

尾﨑産業支援課長  中小企業事業化サポート事業の実績と評価についての御質問でございまし

たが、昨年１２月からこれまでに５０を超える企業に対して支援を開始してお

ります。具体的には、事業計画のブラッシュアップ、新しい販路の紹介、それ

から、国の競争的資金を獲得するために農商工連携等の連携体を構築する、そ

れから、国や県へのつなぎをするというような支援を行ってまいりました。 

 これまで支援を行ってきた中から売り上げを大きく伸ばした企業も出てき

ておりますし、また、国の農商工連携の認定申請に向けた動きを始めた企業も

ございます。また、経営革新計画の承認を受け、展示会への出展を行った企業

もございます。 

 こうした評価についてでございますが、昨年１２月に補正で審議いただき、

これまで着実な成果が上がってきていると評価をしています。 

 

望月委員  ことしの８月５日だったでしょうか、元気な山梨をつくるセミナーを、県と

やまなし産業支援機構の協働でなさったんでしょうか。そして、１３０人ぐら

いの事業主の方々が集まって、かなりの成果を出したということですけれども、

これもその事業の中の一環だったんでしょうか。そのときどんな状況だったか、

ちょっと教えてもらいたいんですが。 

 

尾﨑産業支援課長  中小企業事業化サポートセミナーに関しては、中小企業事業化サポート事業

から事例が出た、成果を出した企業、また、この事業から国の競争的資金を目

指して成果を上げ始めた企業、それらのノウハウを共有するという趣旨でセミ

ナーを開催させていただきました。企業者の方からは、それぞれ新しい取り組

みをしている他の企業の成果、それからノウハウを共有できて有意義であった

というような評価をいただいてございます。 

 

望月委員  こういった新しい事業、それから、的確に物をつくっても、販路というんで

しょうか、販売がなかなかうまくいかないと、物づくりの意欲さえもなくなっ

ていっているのが現状だと聞いているんですけれども。やはりきちっとしたも

のをつくるんだけれども、個々の企業においては、それを販売の段階まで持っ

ていくのはなかなか難しいということも言われております。 



平成２１年９月定例会農政商工観光委員会会議録 

 ２３ 

 そんな中で、こういった事業の中で、例えばネット販売の手助けをする、し

かも、今から国内だけではなくて、中国とか東南アジア。英語、中国語といっ

たものでネットができるような形の中でやると販路がさらに拡大するんじゃ

ないかなと、こんなふうにも思うところであります。 

 それから、県でやっている緊急雇用対策というのは期間が短いんですよね。

そして、人数は１,８５０人というようなことを本会議で言っておられました

けれども、やはり、本来は、企業をきちんと立ち上げて、そこで、小さい企業

は小さい企業なりの雇用だと思いますけれども、それがたくさん出てくる。先

ほどの話の中では、５０件ほどの企業がいろいろとこの事業で恩恵を受けてい

ると、こんなことも聞きましたけれども、そういう中で雇用の促進にも結びつ

くわけでありますから、さらにこれを充実させてもらいたい、こんな思いであ

ります。 

 その評価をいろいろ踏まえた中で、今後、どのような事業を展開していくの

かについてお聞きしたいと思います。 

 

尾﨑産業支援課長  先生の御指摘がございましたネット販売などの支援に関しましては、この事

業費の中で、中小企業市場開拓支援事業費補助金という補助を設けております。

この中で、プロジェクトマネジャーが認めた場合は市場調査等を実施するとい

う事業内容でございまして、これまでホームページの作成支援などにも取り組

んでまいりました。 

 また、事業化サポート事業、県が直に認定しているわけではございませんけ

れども、地域資源を生かした国の事業を活用したもの、それから、事業化サポ

ート事業の中から農商工連携の取り組みなども出てきていますが、これらの企

業に関しましては、ふるさと雇用の基金を活用いたしまして、積極的に雇用の

活用にも御協力いただいているところでございます。そうしたところも引き続

き実施してまいりたいと思っています。 

 厳しい経済状況の中で、企業のこうした新しい取り組みへの補助の需要が高

いことから、今回、９月補正に引き続きの事業をお願いしてございますので、

商工労働部といたしましても積極的に支援してまいりたいと思います。 

 

望月委員  この中で、プロジェクトマネジャー、専門家チームを派遣というふうに書い

てあるんですけれども、具体的にはどんなような形の中で実施されているんで

すか。 

 

尾﨑産業支援課長  プロジェクトマネジャーでございますが、計６名の専門家チームとなってお

ります。それぞれ得意とする分野があることから、各企業のニーズに応じて、

それに合ったプロジェクトマネジャーを派遣しています。 

 

望月委員  成果も出ているという中で、ますます零細企業の方なんかには、この事業は

ありがたく、そして、有効に使うということができると、かなり皆さん助かる

んじゃないかなと思います。そんな面からしまして、ますますこれを活発に事

業化して、そして、拡大をしていってもらいたいと思います。 

 

討論        なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 



平成２１年９月定例会農政商工観光委員会会議録 

 ２４ 

※第１０６号  平成２１年度山梨県商工業振興資金特別会計補正予算 

 

質疑 

 

大沢委員  １０月１日に東京商工リサーチ甲府支店が、県内の上半期の企業の倒産整理

状況というものを発表いたしましたが、倒産件数が３６件ということで、昨年

の今の時期が６３件ということで、４３％減ったということのようであります。

これは、県が金融支援をした効果があらわれているんじゃないかと思われます

けれども、県ではこうした状況に呼応するために、今後の中小企業者の資金需

要にこたえるため、商工業振興資金の融資枠の拡大を行うという説明がされて

おりますが、５０億円の増額をして、合計で２５０億円という予算計上をした

と思われますけれども、どのような考えで５０億円を増額した融資枠にしたの

か、伺いたいと思います。 

 

岩波商業振興金融課長 商工業振興資金の本年度の融資実績、今、提案の説明の中で概括的には

触れましたけれども、もう少し詳細にお話ししますと、４月が２１億円、５月

が１９億円、６月が２４億円、７月が２０億円、続いて８月が１５億円という

ふうな形で、５カ月平均、月平均で２０億円、合計で１００億円余りが融資を

されたところであります。 

 これは、昨年１２月から昨年度末の３月までの融資額、月平均６７億円とい

う数字に比べますと大きく減少しておりまして、そういう意味では資金需要は

落ちつきを見せております。 

 したがいまして、当面は当初予算で御承認をいただきました予算額で、経営

者の皆さんの必要とする資金というのは対応できる見込みでございますけれ

ども、各種の調査によりますと、景気は依然として下振れするリスクをはらん

でいるということでございますので、今後、年末に向けて、昨年のような急激

な資金需要が発生した場合でも必要な融資を行うことができる枠を積算いた

しまして２５０億円と見込んだものでして、現行当初予算枠との差額５０億円

を増額補正させていただいたということでございます。 

 

大沢委員  知事は所信表明において、融資枠の拡大とあわせて不況業種対策融資などの

融資限度額を現行の１企業当たり４,０００万円から５,０００万円に引き上

げるということを示しておりましたけれども、特に中小企業にとりましては、

こうした非常に不況の中で経済環境が依然不透明であります。その中で、限度

額の引き上げということは非常に喜ばしいことだと思いますけれども、特にど

のような産業に対して、より大きな効果を発揮するものと考えているのか、伺

いたいと思います。 

 

岩波商業振興金融課長 日銀の短観等の調査でも発表されておりますように、景気動向というの

は底打ちまたは持ち直しというふうなことが言われておりますが、依然として

民間設備投資につきましてはそういったことがなく、底打ちや反転の兆しが見

られないというふうなことが報道され、大変厳しい状況にあるということを承

知しています。 

 こうした中で、県内中小企業につきましても、やはりそういった民間設備投

資を支える生産用機械器具製造業というところでは、資金繰り手当てのため、

今後、より多くの融資を求める企業も少なくないと思われます。 

 今回の不況業種対策融資などの限度額の引き上げということにつきまして

は、特定の業種を定めて、そこにターゲットを絞るというふうなことではござ

いませんけれども、本県の主力の産業であり、かつ、景気回復がおくれている
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と言われておりますこのような生産用の機械や器具を製造しております、いわ

ゆる川上型の産業に対しては、今回の措置というのが大きな効果を及ぼすもの

ではないかと考えております。 

 

大沢委員  今の答弁の中で不況業種対策融資ということが出ておりますが、これは普通

の民間の金融機関の固有の融資に比べて金利も安くて、それから、返還期間も

１０年というふうな非常に長期にわたることなどから大変有利な制度である

と思うんですが、もっと限度額を引き上げてほしいというふうな声に基づいて

引き上げたと解釈するんですけれども、融資限度額を５,０００万円まで上げ

たというのはどういう理由からなんでしょうか、伺いたいと思います。 

 

岩波商業振興金融課長 不況業種対策融資は、国の緊急保証を活用した制度融資でありますので、

融資限度額につきましても緊急保証制度と連動して設定しているということ

でございます。 

 現行の限度額４,０００万円という数字につきましては、この緊急保証の無

担保保証枠が８,０００万円でありますので、その２分の１を担当する、持つ

ということで、２分の１に相当する金額４,０００万円ということで設定して

おりましたけれども、これは、県の制度融資と民間金融機関固有の、いわゆる

プロパー融資が無担保保証枠８,０００万円の中で適切に役割分担を果たすこ

とによって、中小企業の金融の円滑化を図るという考え方で設定したものであ

ります。 

 こういうことで制度を運用してきたわけなんですけれども、本年４月から緊

急保証の仕組みが国のほうから見直されまして、８,０００万円の枠を超えた

場合でも一定の場合には無担保保証が認められる、さらにそれより大きい金額

についても無担保保証を認めてよいということになりまして、その枠を超えた

ところで本県がどういう状況にあるかということを見ますと、８,０００万円

を超えた保証承諾額の平均額が約１億円という数字になります。 

 こうしたことから、従前の無担保保証の枠を民間と半々で持つという考え方

を引き続き踏襲するということで、民間との役割分担を果たしていきたいと考

えております。 

 したがいまして、この１億円の２分の１に当たります５,０００万円を引き

上げ後の不況業種対策融資等の限度額ということで設定をしたものでありま

す。 

 

討論        なし 

 

採決        全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑 

 

（建設業に対する支援について） 

岡委員  先ほど大沢委員も１０月１日の結果を質問したわけでありますけれども、き

ょうの新聞に市川工業が自己破産へというふうなことで、倒産が相次いでいる

わけであります。 

 先ほどお話しいたしましたように、４３件減ということでありましたけれど

も、しかし、その中で企業の別からするならば、建設業が割合、多いわけであ
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ります。同期の分ではことしも１１件という形で出ているようでありまして、

そういう点ではまだまだこれから年末あるいは年度末へ向けて、今、先ほど５

００万円ほどふやしたわけでありますけれども、それにもかかわらず、倒産が

相次いでいくんじゃないかと。 

 つまり、国の政権が交代する過程の中で、いよいよ凍結というふうな部分が

出てきますから、公共事業も非常に少なくなってくると、私は感じているわけ

であります。その中で、建設業に対する手当て等について、担当するところで

はどういう指導をされていくのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

 

岩波商業振興金融課長 金融支援につきましては、先ほども枠アップのところで特定のところに

ターゲットを絞ってというふうなことを前提にした制度改正ではないという

お話も申し上げました。そういったことで、制度融資の関係からいうと、建設

業に何らかのかさ上げをするとか、そういうことは考えておりませんけれども、

我々のところには金融相談窓口というところがありまして、そこで御相談いた

だければ、金融機関との交渉とか、そもそも会社経営でどういったところに問

題点があるのかというふうなことについて、専門の相談員がおりますので、そ

ういったことについてもサービスを行っております。そんなところの成果が出

されればと思います。 

 

岡委員  資金的な支援をするということについては、手厚い支援をしていきたいとい

うふうなことは、知事を初め、それなりの発言を供する過程の中では一定部分

では効果をあらわしていると。先ほどちょっと話がありましたけれども、そう

いうふうに私も感じるところがある。しかし、実際問題として、仕事がなけれ

ば会社はやっていくことはできないですね。言うならば、凍結されて、公共事

業が少なくなっていけば、民間のこの冷え込みの中では、どんどんどんどん家

を建てるとか、あるいは、というふうなことはないわけでありますから、そう

いう点では、私は、建設業、土木、建設にかかわる会社は非常に大変だと思う

わけでして、そういう点に対して、その企業に対してどういう指導、支援をし

ていくのか、金融の支援ではなくて物の考え方を聞きたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

 

清水商工企画課長  現在、私どもの所管しております、やまなし産業支援機構というところでは、

これはアイメッセにある組織でございますけれども、当然、中小企業、これは

製造業の中小企業は無論のこと、建設業の中小企業であっても、例えば経営指

導、あるいは経営相談、それから、異業種への転換といったものについての御

相談には応じておりますので、こういったところへの御相談をいただきたいと

考えております。 

 

岡委員  そうですね。私も、異業種への転換が、今からの建設業を初めとする企業の

中では大切だろうと、そうしていかなければこれから生き残っていけないだろ

うと感じているわけです。 

 実は、午前中、農政関係の部分について、建設業を含めて手を組みながら、

商工等とも手を組みながらプロジェクトをつくって、そしてやっていくべきじ

ゃないかということの中で、いろいろな耕作放棄地が、山梨県は全国４７都道

府県の中で長崎県に次いでワーストツーだと言われているわけです。そういう

非常に不名誉な山梨県であるから、その耕作放棄地を含めて、何とか農政を活

性化していかないといけないのではないかと。ここの時点では、全国的にもい

ろいろお聞きしますと、あるいはマスコミ報道なんかを見ますと、北海道にお

いて建設会社が酪農業に参入して非常にすばらしい成果を出しているという
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報道もありました。あるいは、また、新潟において、段々畑ではありますけれ

ども、そこを改良して、コシヒカリをつくって、そして、有機無農薬のすばら

しい成果を上げて、普通の米価の３倍ぐらいの価格で販売をしていると。 

 それも結果的に、普通の農家ではできない、ところが、建設業の場合には、

たまたま夏には非常に手があいていると、その報道の中ではされていたわけで

ありますけれども、その会社の社長さんは、夏は手があいているので、そうい

うふうな形で社員を活用しながらそこへ投入して、そして、農業をやるんだと

いうふうなことを説明していたわけです。私は、今から、異業種という部分を

含めて、産業支援機構の分を積極的に活用していくことが大切じゃないかと考

えているんですが、その辺について、部長さん、どうなんでしょうね、全体的

な物の考え方として。 

 

輿水商工労働部長  建設業関係につきまして、県土整備部のほうでも、そういった指導、あるい

は支援をする室も設けてございます。委員の御指摘がございましたように、県

土整備部、私どもの商工労働部、やはり所管するところがまたがった事業とい

うものが大変多くなってきておりますので、庁内的にもそういった部分で十分

な連携を図りながら新しい取り組みに対して支援をしてまいりたいと考えて

おります。 

 

岡委員  そうですね。先ほども言いましたように、私は、やっぱり、農政商工という

委員会でありますから、午前中に農政について、現在、商業について、これが

土木の関係があるということにもなるわけでありますけれども、いずれにいた

しましても、今までの縦割りの行政から横断的なプロジェクトを組んでいくよ

うな行政をしていかないと、これからの時代にマッチした政策といいましょう

か、言うところの企業を助けることができない、なかなか難しいだろうと思い

ますので、ぜひその辺を積極的な御努力を賜りますようお願いして終わります。 

 

（ふるさと雇用再生事業と緊急雇用創出事業について） 

安本委員  雇用対策のうちのふるさと雇用再生事業と緊急雇用創出事業についてお伺

いさせていただきたいと思います。 

 本会議でも質問がありましたけれども、山梨労働局が発表して、去年の１０

月からこの９月、県内で職を失ったり失う見通しの派遣社員、非正規労働者が

３,５７２人ということでありまして、雇用事業の成果と今後の取り組みとい

うような質問がありました。 

 人数ベースで、この２つの事業、答弁は、６月補正後、１,７００人の雇用

目標に対して９７６人という実績であるということでありまして、目標に対し

て約半分、まだ到達がなかなか難しいのかなと思っておりますけれども、でき

るだけ多くの方の雇用を確保すべきということで、人数も大事なんですが、と

いって予算のほうは金額ベースでどういうふうになっているのかお伺いした

いと思います。 

 一番最初に確認をさせていただきたいんですけれども、ふるさとと緊急雇用

それぞれの基金の総額について、現在幾ら積まれているのか、それぞれお伺い

をしたいと思います。 

 

中澤労政雇用課長  ふるさと雇用再生基金と緊急雇用創出の基金でございますけれども、平成２

０年度に国の補正予算によりまして交付金が交付されまして、ふるさと再生雇

用事業につきましては４５億４,０００万円、それから、緊急雇用創出事業に

つきましては１９億３,０００万円をそれぞれ基金に積み立てたところでござ

います。 
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 その後、今年度に入りまして、国の補正予算によりまして緊急雇用創出事業

に４４億６,０００万円が追加交付されまして、合計、緊急雇用創出事業が６

３億９,０００万円になっています。ふるさと雇用再生事業と合わせますと１

０９億３,０００万円となっています。 

 

安本委員  それで、この基金については３年間で事業を執行していくということになっ

ていると思いますけれども、ことしの６月１７日の県の緊急経済・雇用対策本

部会議の資料、ホームページでも公開になっておりますけれども、その時点の

当初予算分の執行状況が報告されておりました。 

 まず、ふるさと雇用再生事業のほうについてお伺いしますけれども、そこに

報告されていましたのは、予算１７億７,４００万円のうち、計画決定額が１

２億８,３００万円となっておりました。金額ベースでいくと７２％ほどの執

行だと思いますが、現時点ではどういうふうになっているのか、お伺いさせて

いただきたいと思います。 

 

中澤労政雇用課長 ふるさと雇用再生事業ですけれども、ふるさと雇用再生事業につきましては、

８月に今年度第２回目の地域基金事業協議会の審議をいただきまして、１１事

業の計画を決定したところであります。これを含めまして、県分の事業で７億

８,０００万円余、市町村分で約５億４,０００万円余、合計しますと１３億２,

５００万円余になっておりまして、今年度の予算額に対しまして約７５％とな

っております。 

 

安本委員  このふるさとのほうは民間事業者等への委託事業で、比較的長期ということ

で聞いていますけれども、雇用期間が１年以上と。ことし雇用すれば、来年も

再来年もというふうになるのかもしれないですけれども、今、お伺いしまして、

計画決定額７５％、今年度もまだ半分あるわけですけれども、３年間の見通し

として、基金の執行について、全部使い切る、足りないという話はおかしいか

もしれないですけれども、今３年間の見通しとしてこの基金の執行についてど

ういうふうに思っていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。 

 

中澤労政雇用課長  当初予算の段階では、事業に要します初期費用とか雇用情勢等を考慮しまし

て、各年度の執行割合を４対３対３という割合で想定しておりました。そのほ

かの事業計画を決定していく段階で、ほとんどの事業につきましては、３年間

が雇用事業期間として予定されております。 

 また、２０年度末に１回目の事業決定をしておるわけですけれども、こうい

った事業につきまして、委託契約でのほか、求人、採用等に期間が必要であっ

たこと、また、その後、６月の協議会を経て決定した事業につきましても、同

様に準備期間が必要であったということから、事業期間がおおむね８カ月から

１０カ月というような期間で行っております。 

 これらの事業が平成２２年度、２３年度は３年間ほとんどの事業が続いてい

きますので、これらの事業が２２年度、２３年度につきまして、人件費等が１

２カ月分必要になってくると思います。通年ベースの事業費となりますと、お

おむね３割程度、今年度より、多く必要になってくるというような状況であり

ます。このため、３年間では現行の事業で交付金のほうを全額執行できる見通

しとなっております。 

 

安本委員  そうすると、ふるさとのほうの基金についてはもうほぼ全額執行という見通

しがあるということだと受けとめました。 

 もう一つ、緊急雇用創出事業、当初の去年の１９億円に４４億円上積みされ
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て、今、６３億９,０００万円ということでしたけれども、こちらのほう、今

回の９月補正予算で１億８,０００万円が積まれていますけれども、予算総額

と、それから、経営計画決定状況について、現状をお伺いしたいと思います。 

 

中澤労政雇用課長  緊急雇用創出事業につきましてでございますけれども、県分の事業につきま

しては、事業を計画いたしましてから予算を計上させていただいております。

県分につきましては９月補正でお願いしています１億８,０００万円を含めま

して、８８事業の１０億８,０００万円となっております。 

 また、市町村分は補助金という形で支出することになりますので、予算決定

後に事業の掘り起こしを行いまして決定しております。こちらは６月補正後で

予算額は９億円となっております。このうち、これまでに２６６の事業で７億

９,９００万円余が計画決定をしております。 

 県、市町村を合わせますと、予算額１９億８,０００万円に対しまして、事

業計画額が約１８億８,０００万円というふうになっております。これは、当

初の３年分の事業費にほぼ匹敵するような額となっています。今後、引き続き

事業の掘り起こしを行って、２つの事業を執行できるように努めてまいりたい

と考えています。 

 

安本委員  午前中の農政部関係でもこの緊急雇用の事業がたくさん出ておりましたけ

れども、非常に知恵を絞られて、工夫をして、今、行政のニーズの中で必要な

ものに取り組まれているなと思いながら拝見させていただきまして、こっちの

緊急雇用創出事業は短期のつなぎ的な雇用ということで、また、県や市町村で

も直接雇用する部分もありまして、これからもぜひ知恵を絞って努力していた

だいて、３分の１、１年分が執行されるということですけれども、あと２年間

続いていくので、ぜひ今後とも御努力をお願いしたいと思います。 

 

（やまなし・しごと・プラザの利用状況について） 

 最後に１点、今年度、やまなし・しごと・プラザというのがＪＡ会館のほう

に開設をされていますけど、そこでも緊急雇用のウェブサイトの画面で確認で

きると思いますけれども、利用状況についてお願いしたいと思います。 

 

中澤労政雇用課長  やまなし・しごと・プラザにつきましては、去る６月２９日にそれまでの県

民情報プラザからＪＡ会館に移転をいたしまして、これにあわせて求職者総合

支援センターを開設いたしました。これによりまして、やまなし・しごと・プ

ラザはジョブカフェやまなしと求職者総合支援センターで構成をされていま

す。 

 どちらもハローワークを併設しておりまして、移転開設後、９月末までにジ

ョブカフェと求職者総合支援センター、合わせまして、合計で約２万５,９０

０人に利用していただいておりまして、１日当たりですと約３３０人が利用さ

れております。 

 今後も求職者の状況や希望に応じまして、セミナーですとか個別のキャリア

カウンセリング、職業紹介などを行いまして、早期の就職につなげられる、き

め細かな支援を行っていきたいと考えております。 
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主な質疑等  企業局関係 

 

※所管事項 

 

質疑 

 

（米倉山のメガソーラー発電事業について） 

岡委員  きょうのマスコミ報道の中で、先日の県のクリーンエネルギー計画が出てい

ます。企業局におきましては、積極的に、電気事業だとか温泉事業というよう

な形で取り組まれておることに関しましては敬意を表するわけでありますけ

れども、そういう中で、よく言われますように、平成１７年から３年３億円、

毎年１億円ずつ一般会計の繰り入れが行われてきているわけであります。 

 ことしもそういうふうな形でされているわけでありますけれども、そういう

ふうな中で、今度は米倉山の取り組みであります。米倉山は、私は、あれは企

画部のほうでやっていくものと、若干、理解してきたわけであります。しかし、

施設等々を含めて、企業局が関係深く入っているということでありますので、

その辺についてちょっとお聞きしておきたいと思いますが、どの程度、どうい

うふうな形で入っているのか、お聞きします。 

 

石原電気課長  企業局のほうでは、米倉山の発電計画につきましては、東京電力さんと私ど

も県の共同事業ということで事業を進めさせていただいています。私ども県の

役割の中にございますＰＲ施設の設置とか、それから場内道路の整備とか、そ

れから敷地の整備、それらを企業局で対応していくというふうなことで役割分

担しています。 

 

岡委員  実は、総務費の中の企画費の中に１,８００万円ばかり盛られていると、私

は理解をしているわけでありますけれども、それとの関連性についてはどうな

んでしょうか。 

 

石原電気課長  米倉山なんですが、現在、ちょっと草があったりしますので、今回、それら

の除草をお願いしていると承知しておりますが。 

 

岡委員  そうすると、企業局の２０年度の利益が純利益６億２,４００万円ばかりあ

るわけですね。その中の分からこの環境保全等の分野で３億７,９００万円ば

かり出しているわけでありますけれども、この中からこの１,８００万円余の

お金が出ていると考えられるんでしょうか。それとも、先ほどちょっと言わせ

ていただきました１億円の中からこの１億８,０００万円というのは出ている

んでしょうか。 

 

石原電気課長  うちのほうの利益処分の関係は、これから決算特別委員会で御審議いただい

て、利益処分が決まるというふうに承知しております。ですから、このお金は

使うことができません。現在、繰り出しをさせていただきます１億円は、それ

ぞれ当初予算の議論の中で使途が大体定まっております。多分１,８００万円

については、緊急雇用対策の御予算かなと思われますが。 

 

岡委員  そうすると、緊急雇用事業のほうで１,８００万円が出るということになり

ますれば、先ほど御説明いただきましたＰＲ施設だとか、あるいは施設整備な

どにかける予算はどのくらいなんでしょうか。 

 それから、あと１つ、関連しているから聞きますけれども、これからのスケ
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ジュール、例えばことし、米倉山に対して何をどういうふうにしていくのか、

そして、どのくらいお金がかかるのかというふうなことも、できたら教えてく

ださい。 

 

西山企業局次長  先ほどの、企画課が所管している事業でございますけれども、私がちょっと

聞いている話では、いわゆる米倉山の今回の太陽光を設置する平らな部分の除

草とか、そういうものではなくて、あそこを維持管理する、斜面とかそういう

ものの除草をするというふうなことを聞いております。 

 これから私たちが太陽光発電を共同事業でやっていく上での事業費なんで

すけれども、一応、総事業費は約５億円を予定しております。その中では、現

地の測量調査費とか、あるいは、今、もう完全に原野になっておりますので、

そこについて敷地の整理とか、あるいは場内の進入道路、そういったものの整

備とか、さらに、先ほど言いましたＰＲ施設。あとは、東京電力さんとの共同

事業ということで、発電所の、要するに設置費用の一部を負担する、そういう

格好で、合わせまして約５億円ということでございます。 

 今後の事業の予定でございますけれども、今現在測量等が大体終了いたしま

して、パネルの設置計画につきまして、東京電力と詰めております。また、そ

れと並行いたしまして、建設に対する基本合意について、今、最後の詰めをし

ておりまして、１１月中を目途に何とか基本協定の締結をしたいと考えており

ます。 

 事業としますと、主な事業はそれから着手するわけでございますけれども、

来年度の国庫補助金を申請いたしまして、その採択を受けて本格的な工事に移

っていくというような運びになります。１期工事としまして５,０００キロワ

ットを２３年度中に仕上げまして、さらに引き続き残りの５,０００キロワッ

トを、２４、２５、できれば２５年の早い時期に完成したいと考えております。

また、ＰＲ施設につきましては、第１期工事の２３年度中に仕上がったものと

あわせまして運開できるように設置計画を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

岡委員  いずれにいたしましても、５億円からのお金を投資して、米倉山の太陽光発

電だけではなく、ＰＲ施設もあわせて入るわけですね。というふうなことで、

大変な投資をするわけでありますけれども、大体ペイできるのかと言うと、言

い方が変ですけれども、どんなふうな見通しになるんでしょうか。 

 

西山企業局次長  ペイというのは非常に難しいんですけれども、もともと今回の太陽光という

ものは御承知のとおり、水力とか、あるいはそれ以外のエネルギーに比べまし

てまだ割高であるということで、国からも補助金が手厚く出されまして５０％

というふうな数字になるわけでございますけれども、恐らくそれをいただきま

しても、共同事業全体ではやはり足が出るんだろうと考えております。共同事

業者である山梨県といたしましても、ひとり勝ちというわけにもまいりません

で、環境施策を東京電力さんと一緒にやっていくという意味もありますので、

そういう面では持ち出しになる部分もあろうかと考えております。 

 

 

その他 

 ・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については、委員長に一任した。 

 ・ 閉会中もなお継続して調査を要する事件について配付資料のとおり決定した。 

 ・ 継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県内調査を１０月２３日に

実施することとし、詳細については、後日通知することとされた。 
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・ ９月２日から４日に実施した県外調査については、議長あてにその報告書を提出したこと

が報告された。 

 

 

以 上 

 

 

農政商工観光委員長 鈴木 幹夫 


